
Ａ－９ 「既存住宅の流通活性化・空き家の適正管理に関する総合相談窓口」事業 

事業主体 公益社団法人 石川県宅地建物取引業協会 

対象地域 石川県下全域 

事業概要 

石川県下全域を対象とした相談体制を県・市町等の行政機関、建築士事務所協会、構

造物解体協会、司法書士会、税理士会等と連携して整備。総合相談窓口１箇所を金沢

市内の協会本部に設置し、全県的な相談に対応。 

成果計測指標 

（相談対応件数） 

空き家所有者本人及び 

その家族等からの相談件数 

空き家利用希望者 

からの相談件数 
合計 

事業期間内の目標 ５０件 ５０件 １００件 

本事業期間内の成果 
（H28 年 2 月 26 日時点） ５０件   ２件 ５２件 

 

１．事業の背景と目的 

県内の空き家率は、平成２５年度の総務省住宅・土地統計調査によると、約５２万戸の住宅総数に対

し、空き家とされる住宅戸数が約７．７万戸あり、空き家率にすると１４．８％と、全国はもとより北

陸三県だけで見ても最も高い数値となっており、依然増加の一途を辿っている。 

その背景には、人口減少や世帯数の減少、核家族化する世帯の増加などの社会動態の変遷や、依然根

強い新築志向、発展途上にある中古住宅流通市場の未発達、一方で介護施設の充実などがあり、これら

は全国的に同一の傾向にある。地域的には、戦災を受けていないため、道幅の狭い狭隘道路が多く、又、

昭和２５年の建築基準法の制定以前の古い町家や長屋建ての建築物が多く、解体したとしても再築でき

ない、狭小土地の利用方法がないといった声も聞こえてくる。又、冬場の積雪や強風などで建物の劣化

も激しく、利活用に供することが出来ないといった建物も多い。 

このような状況の下、適正な宅地建物取引の推進を主な事業目的に掲げる当協会が総合相談窓口を設

置することによって、行政や専門有識者団体等とのアライアンスに係る接着剤的な役割を担いつつ、相

談者を的確にコーディネートし、専門有識者が適切に関与できる相談体制を構築することを目的として

事業に取り組んだ。 

 

２．事業の内容 

（１）事業の概要 

１）相談業務に必要となる基礎情報調査 

① 県内の空き家管理サービスの実態をインターネットや地域へのヒアリング等により調査・把握し

たが、全国に展開している民間事業や既に空き家の管理に取り組んでいる協会会員を含め、一定の

事業者数は見込めるものの、費用・内容共に統一性がなく、又、管理サービスの対象地域が都市部

に限定されている場合もあり、空き家所有者の適正管理に向けた判断を阻害するおそれがあるため、

「空き家管理パック」として、協会会員による全県対応の規格・統一化された管理サービスを提供

する仕組みを構築した。 

② 県・市町の担当窓口や助成制度等の把握を行うため、空き家対策等連絡会において担当窓口の確

認を行うとともに、情報提供の要請や調査実施の申し入れを行うとともに、住宅相談・住情報ネッ

トワークと連携して県内の助成制度を一覧表に整理した。 

③ 連携団体に対し、各相談窓口に寄せられた事例の提供を求め、相談業務で活用するＦＡＱ（よく

ある相談事例）及びトラブル事例の集約に努めた。 
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２）相談員の研修・育成 

協会不動産無料相談員（２１名）を対象に研修会を開催、作成した相談マニュアルに基づき相談票

への記入の仕方、専門相談先への取次ぎ方法等について研修・情報共有を行った。また、協会員であ

る宅建業者に対しても直接、空き家所有者から相談が寄せられる事も多いことから、業務研修会等を

活用し、空き家相談に関する知識の普及を図った。 

 

３）空き家等所有者への情報提供に資する資料等の作成 

 空き家総合相談窓口を周知するためのリーフレットを作成。協会ＨＰに空き家専用画面コンテンツ

を開設し、「相談窓口の利用方法」だけでなく、「県内の空き家の状況」や寄せられた相談事例を一

般化した「空き家に関するＱ＆Ａ」、後掲する空き家対策セミナーの内容・資料等の情報を掲載した。 

 

４）相談事業の実施 

   金沢に１箇所設置する相談窓口での対応だけでなく、各市町の相談窓口と連携するとともに、出張

空き家相談として、輪島・七尾・小松・加賀でも相談会を開催した。 

また、協会外部広報活動の中でテレビ・ラジオ等の媒体を活用するとともに周知チラシや協会ＨＰ

でも相談窓口の周知を行った。特に地元新聞紙と連携し、空き家特集企画もしくは空き家に関する記

事掲載などを呼びかけ、パブリシティによる相談窓口を推進した。 

 

５）「空き家対策セミナー」の開催（効果促進事業） 

行政及び町会連合会等に協力を呼びかけ、空き家対策特措法や相談窓口に寄せられる相談傾向、空

き家を取り巻く法律問題に関する「空き家対策セミナー」を開催した。セミナー終了後には、各連携

団体より相談員を派遣してブースを設け、個別相談会により、具体的な個別案件に対する対応を行っ

た。 

 

（２）事業の手順 

交付決定（平成２７年５月２９日）から事業期間終了までの手順は、以下の通り。 

       ＜図-1 事業フロー図＞ 
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（３）事業の内容 

１）相談業務に必要となる基礎情報調査 

  ① 空き家管理代行サービス（空き家管理パック） 

   県内の空き家管理サービスの実態をインターネットや地域へのヒアリング等により調査・把握した

が、全国に展開している民間事業や既に空き家の管理に取り組んでいる協会会員を含め、一定の事業

者数は見込めるものの、費用・内容共に統一性がなく、又、管理サービスの対象地域が都市部に限定

されている場合もあり、空き家所有者の適正管理に向けた判断を阻害するおそれがあるため、「空き家

管理パック」として、協会会員による全県対応の規格・統一化された管理サービスを提供する仕組み

を構築した。 

本制度は、県下全域に広がる協会会員のネットワークを活用して、遠隔地に住んでいたり、高齢の

ため十分な維持管理を行うことができない空き家所有者になりかわり、当協会の協力会員店が現地を

確認し、空き家所有者に対して写真付の報告書を提出して現況をお伝えする制度です。庭木・雑草等

の除草作業や内部の軽清掃、除雪・屋根雪下ろしなど、作業等に係る見積書の提示など実際に作業・

業務を伴うものについては、協会より紹介する協力会員との個別相談・依頼になります。 

 

＜図-2 空き家管理パックの概要（パンフレットより抜粋）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ② 空き家の解体（解体業者） 

解体業者については、連携団体である構造物解体協会と協議し、解体協会から相談者に地域の業者

を複数社紹介し、相談窓口には相談対応結果を報告するとの連携体制を構築した。同協会へのヒアリ

ングを通じて解体費用の目安や費用に影響する要因等を把握した。 

また、解体費用の工面・捻出が課題となり、手放そうにも手放せない実態を踏まえ、行政等に働き

かけを行い、小松市等で除却に関する助成制度を構築した。併せて、地元金融機関の解体ローンを情

報提供することとした。 
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③ 市町の相談窓口及び支援制度の把握 

県と市町村との空き家対策等連絡会を通じて市町村の担当窓口や支援制度を把握し、一覧表に整理

した。 

 

〔表-1 市町の担当窓口と支援制度一覧表〕 

平成 27 年 8 月 1 日時点   

地区 市町村名 担当課係 
空き家

バンク 

移住 

(定住) 

支援 

空き家の活用・除却等 

の支援 

活

用 

改

修 

除

却 
その他 

石川 

中央 

金 沢 市 
住宅政策課（移住定住、管理） 

建築指導課（老朽危険） 
○ ○ ○ ○   

白 山 市 人口問題対策室 ○ ○ ○ ○   

か ほ く 市 建築課 ○ ○  ○   

野 々 市 市 建築住宅課 ○ ○  ○   

内 灘 町 環境安全課 ○   ○   

津 幡 町 総務部企画振興課 ○ ○ ○    

南加賀 

小 松 市 建築住宅課 ○ ○ ○ ○   

加 賀 市 環境安全課 ○ ○ ○    

能 美 市 
企画振興課地域振興室（移住定住）  

土木課建築住宅室（老朽危険） 
○ ○  ○  清掃費※ 

川 北 町 土木課    ○   

中能登 

七 尾 市 
企画財政課（移住定住） 

都市建築課（老朽危険） 
○   ○   

羽 咋 市 地域整備課 ○ ○  ○   

志 賀 町 まち整備課  ○  ○   

中 能 登 町 企画課 ○ ○  ○   

宝達志水町 総務課危機管理室 ○ ○  ○   

奥能登 

珠 洲 市 建設課 ○  ○ ○  購入費※ 

輪 島 市 都市整備課 ○   ○   

能 登 町 総務課危機管理室 ○ ○  ○   

穴 水 町 生活環境課 ○ ○  ○   

※能美市：「空き家清掃費等補助金」空き家バンクに登録された物件の家財道具等の処分及び清掃費等にかかる

費用の補助（5 万円程度 1/2） 

※珠洲市：「空き家購入費補助金」空き家バンク登録物件の購入者に対し、購入費用の一部を補助（補助率 1/3 

限度額 100万円） 
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④ よくある相談事例（ＦＡＱ）の収集 

協会会員及び連携団体への電話での聞取りなどによりよくある相談事例を収集した。 

収集事例と相談実績に基づきＱ＆Ａを作成し、相談マニュアルに反映するとともに協会ＨＰ等で情

報提供した。 

 

２）相談員の研修・育成 

① 相談マニュアルの作成 

相談マニュアルは、他県の事例を参考に、協会理事 7名からなる「調査研究委員会」に会長と専務

理事がオブザー参加する形で作成した。 

 

【目 次】                【 対応手順（相談窓口） 】 

 

1．空き家総合相談窓口の概要 

2．運営スキーム 

3．対応手順 

 ・ 総合相談窓口側の対応手順 

 ・ 専門相談取次先の対応手順 

4．空き家相談受付票 

 ・ 相談受付票の様式、記入方法 

5．専門相談取次先の概要 

6．県・市町の補助制度一覧 

 ・ 住まいづくり融資・助成のご案内 

   （いしかわ住宅相談・住情報ネットワーク） 

 

 

 

  【対応手順（専門相談取次先】              【相談受付票】 
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② ＦＡＱ（Ｑ部分抜粋） 

質問分類 Ｑ（質問） 

① 空き家全般 

・ 空き家のままにしておくと何か問題があるのですか？ 

・ 空き家をどうするかは、所有者の自由ではないのですか？ 

・ 空き家所有者に連絡をとるには？ 

② 空き家対策法 

・ 空き家対策法ってナニ？ 

・ 空き家を放置していた場合、固定資産税等が高くなったり、解体され

るってホント？ 

・ 何で固定資産税等が６倍になるの？ 

・ 具体的にどれくらい税金が変わるの？ 

・ 「特定空家等」ってナニ？どんな空き家が「特定空家等」の対象にな

るの？ 

③ 利活用 

・ 空き家を相続したが利用する予定はない。どうすればいいの？ 

・ 利活用できないほど老朽化した空き家を相続したが、取り壊すか迷っ

ている。どうしたらいいの？ 

・ 空き家を相続したが、思い入れのある家なので賃貸や売買に供するつ

もりはないのだが、どうしたらよいか？ 

④ 相 続 
・ 相続した空き家の相続を放棄したいのだが、どうしたらよいか？ 

・ 空き家の相続を放棄したら、管理する義務は無くなるの？ 

⑤ 税 金 

・ 高齢の親がいるのだが、施設に入居することになった。先々のことを

考えると親が居住している家は空き家になると思われるがどうした

らよいですか？ 

⑥ 解 体 

・ 解体費用に一般的な相場はあるの？ 

・ 解体業者の選択方法・基準を教えてください。 

・ 解体費用の工面が難しいが、公的な補助・助成等はありますか？ 

⑦ その他 

・ 近所に所有者の分からない築５０年以上の空き家がある。誰も管理し

ておらず土塀が傾いてきていて危険な状態です。通学路にもなってい

るところなのでどうにかしたい。何か方法はないですか？ 

 

 

③ 相談員向け研修会の実施 

協会不動産無料相談員（２１名）及び次期不動産無料相談員に就任予定の者（４名）を対象に基礎

研修としての研修会を開催し、作成した相談マニュアルに基づき相談票への記入の仕方、専門相談先

への取次ぎ方法等について研修・情報共有を行った。 

 

   開催日時  ８月２８日（金）午後１時３０分～４時 

   会  場  石川県不動産会館 ３階「ホール」 

   講  師  協会調査研究委員長 吉澤啓爾 

   内  容  空家対策法及び相談マニュアル・ＦＡＱに 

基づく対応方法の説明 

   参加者数  ２３名 
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３）空き家等所有者への情報提供に資する資料等の作成 

① 空き家総合相談窓口及び適正管理啓発リーフレットの作成 

空家対策法の要点や県内における空き家の状況、空き家を放置することによって起きるさまざまな

問題等を掲載し、空き家の適正管理の必要性等を促す総合相談窓口周知を兼ねたリーフレットを作成

し、地域行政及び空き家対策セミナー参加者に配布した。 

 

＜図-3 空き家総合相談窓口及び適正管理啓発リーフレット＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 協会ＨＰの空き家専用画面の立ち上げ 

県内の空き家の状況、窓口の状況、空き家Ｑ＆Ａを協会ＨＰにアップし、情報提供を行った。 

 

＜図-4 空き家総合相談窓口コンテンツ＞ 
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 ４）相談事業の実施 

① 窓口の設置と相談業務の実施 

金沢市の協会本部に広域相談窓口を設置し、８月１日に開設、相談し易い環境を整えるため、専用

ダイヤルとしてのフリーダイヤルを導入した。 

専門相談の取次先は下図の通りであり、近隣住民等のからの苦情相談は市町村の担当窓口に取次ぐ

こととした。 

＜図-5 事業連携スキーム図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 出張相談会の開催 

広域相談窓口を補完する取組みとして、市町との連携により、輪島市、七尾市、小松市、加賀市に

おいて出張相談会を開催した。 

 

③ 総合相談窓口の周知 

周知チラシを作成し、行政等に配布するとともに、協会ＨＰの他にテレビ・ラジオ・インターネッ

ト等の広告媒体はもちろんのこと、協力的な地元の地方紙を、費用をかけることなく活用している。 

宣伝広告という形ではなく、新聞社の協力を得る形のプレスリリースもしくは空き家企画という形

で周知を行った。 

 

  ＜図-6 周知チラシ＞                      ＜図-7 新聞掲載＞ 
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④ 相談実績 

相談件数は、総数で見ると当初目標１００件に対して、実績は５２件に留まったが、空き家所有者

及びその親族からの相談区分で見ると、当初目標である５０件は達成した。一方で、利用希望者から

の相談が２件と少なく、その背景には、県や市町が積極的に取り組み充実している空き家バンク制度

や協会会員が物件情報を登録している流通物件検索サイト等を利用希望者が自身で検索して物件を探

しているのではと推測できる。相談の内訳としては、一部連携団体が所管するものもあったが、ＦＡ

Ｑを活用することで、そのほとんどを相談窓口で対応することができ、ワンストップサービスという

目的は達成出来たと考える。相談内容等の詳細については、後掲の図-8 を参照。 

 

〔表-2 相談者及び相談内容別・相談方法別の相談件数〕 

集計開始時期：平成 27 年 8 月 1 日 

 
相談方法 

電 話 メール 来 訪 相談会 その他 計 

空

き

家

所

有

者

本

人 

管 理 3     3 

売 買 4     4 

賃 貸 6     6 

解 体 2   4  6 

上記以外 3   3  6 

複 合 2   3  5 

小 計 20   10  30 

所

有

者

本

人

以

外 
※1 

管 理 4  1   5 

売 買 4   1  5 

賃 貸 3     3 

解 体 1     1 

上記以外 4   1  5 

複 合 1     1 

小 計 17  1 2  20 

空

き

家

利

用

希

望

者 

管 理      0 

売 買      0 

賃 貸 1  1   2 

解 体      0 

上記以外      0 

複 合      0 

小 計 1  1   2 

合 

 

計 

管 理 7 0 0 0 0 7 

売 買 8 0 0 1 0 9 

賃 貸 10 0 2 0 0 12 

解 体 3 0 0 4 0 7 

上記以外 7 0 0 4 0 11 

複 合 3 0 0 3 0 6 

計 38 0 2 12 0 52 
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〔表-3 相談者の所在地別の相談方法〕 

 

相談者の所在地 電 話 メール 来 訪 相談会 その他※4 計 

府県内在住者 35  2 12  49 

府県外在住者 3     3 

 

 

〔表-4 相談者が相談窓口等を知った方法〕 

 

 

相談者 

の内訳 

具体的な方法 

事業主

体等の

ホーム

ページ 

窓口周

知チラ

シ、パン

フレッ

ト 

都道府

県・市町

村の広

報誌 

都道府

県・市町

村窓口

からの

紹介 

連携団

体から

の紹介 

開催し

た空き

家セミ

ナー、勉

強会等 

新聞・雑

誌・テレ

ビ等の

メディ

ア情報 

その他
※5 

合計 

相談

窓口 

都道府県内

在住者 
11 9  5   12  37 

都道府県外

在住者 
3        3 

計 14 9 0 5 0 0 12 0 40 

出前

相談

会等 

都道府県内

在住者 
5 3     4  12 

都道府県外

在住者 
        0 

計 5 3 0 0 0 0 4 0 12 

 

 

〔表-5 相談窓口への空き家に関する相談事例（主なものを抜粋）〕 

 

№ 相談者 相談区分 相談内容 対応結果 

5 
80 代男性 

所有者本人 
売買 

現在使用していない空家について、雑草の繁茂

等で周辺住民より苦情が来た。早急に解体して

手放したい。 

近隣の会員業者を派遣、

買取専門業者に取次ぎ、

売却。 

11 
60 代男性 

所有者本人 
売買 

隣地所有者が購入を申し出ているが、隣地境界

が不明確で裁判もじさないという。 

法務局の筆界特定制度に

ついて説明。 

14 
60 代女性 

所有者本人以外 
解体 

隣家より壁が剥がれ落ちそうと苦情あり。冬場

特有の強風被害の懸念もあり、解体を考えてい

るが、費用を捻出できない。 

地元銀行数行の解体用の

短期無担保ローンを紹

介。 

20 
50 代男性 

所有者本人以外 
売買 

県内に空き家を持っているが、相続登記等名義

変更を行っていない。現在は県外（神奈川県）

に住んでおり使用することもないので手放し

たいが。 

遺産分割協議からの相続

登記手続きを説明の上、

会員の金利業者を派遣、

売却。 

31 
40 代女性 

所有者本人 

上記以外 

（法令・制度） 

空き家を所有しているが、町内会の区長より

「お宅は空き家のままか？」と連絡があり不

安。取り壊すと固定資産税も上がると聞くが。 

対策法及び行政の動き、

住宅用地の軽減特例を説

明。 

10 



№ 相談者 相談区分 相談内容 対応結果 

45 
70 代男性 

所有者本人 

上記以外 

（権利者の 

確認） 

所有空き家の売却を考えているが、隣地境界が

不明確なため立会いが必要。しかし、隣地所有

者は入院し、後見人となる娘とは音信普通。後

見人と連絡を取る方法はないか。行政や病院も

対応してくれない。 

個人情報保護法、対策法

を説明。電話は繋がるよ

うなので SNS を使うか、

手紙をポスティングする

よう助言。 

46 
60 代女性 

所有者本人以外 
管理 

高齢の母の介護をしており、母が住んでいた空

き家の管理を依頼されている。その場合、固定

資産税の納入通知は誰に送られるのか、また、

遺言書を書いてもらっているが相続が発生し

た場合にはどうなるのか。 

固定資産税の納付手続

き、相続手続き、遺言書

の書き方、生前贈与制度

や相続時精算課税制度等

を説明。 

47 
50 代男性 

所有者本人以外 

上記以外 

（法令・制度） 

遠方に母親がおり、近々施設に入居する予定だ

が、亡くなった場合、名義変更に関する登記は

義務か？ 

登記制度、第三者の時効

取得等のリスクを説明。 

50 
60 代女性 

所有者本人 

上記以外 

（法令・制度） 

空き家を所有していた父が亡くなり、名義は故

人のまま。兄弟もいるため、相続手続きの流れ

を知りたい。 

遺産分割協議から相続手

続きの流れを説明。 

※ 相談区分は、表 3の区分に準じる。 

※ №は、相談受付に係る内部の整理番号。 

 

 

 

＜図-8 相談結果の詳細分析と考察＞ 

 

 

  １．相談件数の推移（時系列） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相談件数については、窓口開設当初は伸び悩んだが、年末年始で親族が集まる機会に恵まれ

たためか、年明けからは大幅増となった。 
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  ２．相談者の性別及び年齢層          ３．相談者のおかれている立場（属性） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

両親が高齢で亡くなられたり、施設に入居され

たりする 50 代～60 代が最も多かった。女性から

の相談で、嫁ぎ先ではなく実家が空き家になる懸

念を抱いている方が多いことが特徴的だった。 

 空き家所有者とその親族からの相談が最も多く、次

いで周辺住民・自治会長等、空き家が老朽化するこ

とにより影響を受ける地域住民からの相談が多い結

果となった。その他は、最寄りの警察署からの相談。 

 

 

  ４．相談者の職業               ５．相談対象空き家の所在  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

2

4

6

8

10
～30代

40代

50代

60代

70代

80代～

男
女

 

親族
29%

利用希望
6%

周辺住民
4%

自治会長
4%

所有者
55%

その他
2%

 

公務員
8%

無回答
17%

その他
21%

無職
35%

会社員
19%

 

1

3

2

2

23

1

1

4

2

1

1

3

2

1

1

0 5 10 15 20 25

珠洲市

輪島市

七尾市

かほく市

金沢市

白山市

能美市

小松市

加賀市

能登町

志賀町

内灘町

津幡町

羽咋市

県外

 

ご高齢な方が多かったため、無職と回

答する方が多かった。 

ほぼ相談者が居住する市町と比例した形で行

政区分ごとの相談結果となった。現時点で、いく

つかの市町からは相談が寄せられていないため、

重点的に周知活動を行うことも視野に検討しな

ければならない。 

12 



  ６．相談者の居住地と空き家所在地との関係   ７．相談者対象空き家の築年数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住んでいる所と同じ市町に空き家を所有して

いる方が多い一方で、異なる市町に空き家を所有

している方も前者の半数見られ、これにより法令

による定めや助成制度等も異なるため、全県的な

周知対応が肝要であることが分かる。 

  比較的築浅の空き家も見受けられる一方で、半数

以上が築 30年を超えるもの、中には築 100 年を超え

るものも見受けられた。また、相談者自身が築年数

を把握していないという回答も 20％見受けられた。 

 

 

  ８．相談対象空き家の構造           ９．相談内容の詳細区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

築年数と比例し、建築基準法改正以前の木造の

建物が多く見受けられた。特措法の関係で作業場

兼住宅のような軽量鉄骨、鉄骨鉄筋造のものも一

部見受けられた。 

  相談窓口に寄せられた相談の中では、売却（処分）

や賃貸、管理等協会が所管するものが多く寄せられ

た。その他一部連携団体が所管するものもあったが、

ＦＡＱを活用することで、そのほとんどを相談窓口

で対応することができた。 

 

Ｂ
29%

Ａ
63%

Ｃ
8%

 

Ａ：居住地と空き家所在地が同じ市町（県内） 

Ｂ：居住地と空き家所在地が異なる市町（県内） 

Ｃ：居住地と空き家所在地が異なる市町（県外） 

21～30年
10%不明

21%

～20年
4%

41～50年
23%

31～40年
17%

51年～
25%

 

軽量
鉄骨
4%

ＳＲＣ
4%

木造
92%

 

解体
13%

相続
8%

売却
(処分)
21%

税金
8%

境界
4%

将来（活用
方法含む）

8%

管理
15%

賃貸
17%

購入
0%賃借（利

用）
6%
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５）「空き家対策セミナー」の開催（効果促進事業） 

 

   空き家対策に関わる機運の高まりを受け、施行約１年を経とうとしている空家対策特別措置法の周

知、及び空き家に対する悩みを持っていても相談窓口への問い合わせ等にまで踏み切れない方などを

掘り起こすため、行政及び町会連合会等に周知協力を呼びかけ、県内でほぼ初めてとなる「空き家対

策セミナー」を開催した。 

   セミナーでは、空き家対策問題を所管する役員が講師を務め、空家対策特別措置法の概要や当総合

相談窓口に寄せられた相談事例を一般化し、説明を行った。類型化された相談事例を提供することで、

同じような悩みを持つ空き家所有者への情報提供を目的としている。 

   また、当総合相談窓口に寄せられた実際の相談の中で、法律要素が強いものをピックアップし、連

携している県司法書士会より講師をご派遣頂き、「空き家を取り巻く法律問題」をテーマにご講演を頂

いた。 

セミナー終了後は、個別具体的な相談に対応することで、その効果をより高めるべく、連携団体（県

司法書士会、北陸税理士会、建築士事務所協会、構造物解体協会）より相談員をご派遣頂き、希望者

による直接の個別相談会を実施した。 

相談者からは、「敷居が高く、なかなか足を運ぶことが出来なかったが、このような機会があり、大

変助かった」という声も聞かれた。 

 

 

    写真 1 セミナー風景               写真 2 空き家対策法と空き家相談 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    写真 3 空き家を取り巻く法律相談        写真 4 セミナー後の個別相談会 
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 ＜空き家対策セミナーで実施したアンケート結果＞ 

 

開催日時   平成２８年２月１３日（土） 午後１時～４時３０分 

会  場   石川県地場産業振興センター新館 1 階「コンベンションホール」 

参加者数   １０２名（うち、アンケート提出者７４名：回収率７２．６％） 

   ※ 設問 1～5-2 までは、全員に回答を求めた。 

 

１．参加者の年齢層              ２．現在、居住している地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合相談窓口の実績と同様、両親が高齢で亡くな

られたり、施設に入居されたりする 50 代～60 代が

最も多かった。 

 全ての市町からの参加は達成できなかったが、や

はり対策法に基づく条例や計画策定に動いている市

町からの参加が多かった。県外は、富山県からの参

加。 

 

 

３．参加者のおかれている立場（属性）     ４．セミナーを知った媒体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

空き家所有者とその親族、周辺住民で半数を超え

ることができたので、当初の目的は達成。制度を構

築する側の行政職員の参加も多く、有意義な内容で

あったと考える。 

 協会が行うパブリシティと連動する形で新聞広告

をメインに広報活動を行った結果が顕著に。「その

他」には、「知人に教えてもらった」という回答が多

く見られた。 

 

0
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30
～30代

40代

50代70代

80代～

年代分布

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

金沢市

小松市

加賀市

白山市

能美市

野々市市

津幡町

内灘町

能登町

県外

参加者数

 

その他
9%

宅建業者
16%

自治会長
1%

周辺住民
17%

行政職員
14%

無回答
1%

空家所有
者親族

9%

空家
所有者

32%

 

ラジオ
16%

その他
11%

テレビ
1%

行政
広報紙

7%

行政HP
3%

宅建協会
HP
19%

新聞
43%
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５-１．セミナーの感想（第一部）         ５-２．セミナーの感想（第二部）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ふつう」との回答が多かった背景には、ある程度、

空家対策特別措置法の周知が進んでいると推測する

ことができる。 

 登記が数世代前のまま、意思能力のない所有者に

かわる成年後見制度、遺産分割協議など専門的な内

容であったことから、参考になったという意見が多

数を占めた。 

 

 

 

 

※ 問 6-1～6-6 までは、空き家所有者及び空き家所有者の親族に回答を求めた。 

 

６-１．空き家となった原因            ６-２．居住地と空き家所在地の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無回答は現に空き家を所有する者で将来の不安を

抱いていると推測される。また、家業の廃業で対策

法上の空き家等に該当する作業場等についても不安

を抱いていること分かる。 

 居住地と同じ市町に空き家を所有しているものよ

り、県内の異なる市町に空き家を所有しているもの

が多いことが分かる。市町が異なれば法令等による

定めや助成制度も異なるので、今後全県的な対応が

肝要。 

 

 

 

大変参考に 

なった 

26％ 

参考になった 

  32％ 

ふつう 

35％ 

その他 

7％ 

「空家対策 

特別措置法と 

  空き家相談」 

 

参考に 

なった 

30％ 

大変参考になった 

58％ 

ふつう 

11％ 

その他 

 1％ 

「空き家を 

取り巻く 

 法律相談」 

家業廃業
4%

所有者の
死亡、
相続
     48%

所有者の
施設入居

3%

所有者の
入院
3%

無回答
21%

所有者の
転勤

（引越し）
21%

 

異なる
市町

（県内）
52％

同じ市町
38％

異なる
市町

（県外）
10％
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６-３．空き家の築年数              ６-４．空き家の構造  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

築年数 40 年を超えるものが 8 割弱を占めることか

ら、老朽化が激しく利活用が困難な物件の活かす道

をどのように見出すかが今後の課題（部分的な線引

きの見直しなど）と考えられる。 

 築年数に比例し、ほとんどのものが木造住宅であ

ることが分かった。 

 

 

６-５．空き家に対する率直な悩み・不安（自由回答） 

 

 ＞ 相続人の危機感のなさ（将来、相続人となるであろう県外にいる息子の認識が薄い。） 

 ＞ 管理、利活用、処分方法に悩んでいる。 

 ＞ 敷地が狭い上、長屋構造で建物が老朽化し、貸すこともままならない。 

 ＞ 動産の処分方法（仏壇や神棚、家財など）。 

 ＞ 築 100 年を超えているため、売却できない。 

 ＞ 解体費が高額であるため、解体できない。 

 

 

６-６．空き家対策として必要と思われる制度（自由回答） 

 

 ＞ ７回忌や１３回忌などが終らないと売却（処分）できないという所有者も多い。 

   そういった方を拾い上げる何らかの制度があれば良い。 

 ＞ 長屋構造の場合、行政が間に入り、隣家等と解体・改修について調整することができる制度。 

 ＞ 本日の空き家対策セミナーのような周知制度。 

 ＞ 特定空家等に該当せずとも、居住する予定のない空き家を除却させる制度。 

 ＞ 行政等が受け取る空き家の寄付受付制度。 

 ＞ 空き家の所有者と連絡が取り易くなる制度。 

 ＞ 空き家を適正にきちんと管理している所有者を税制面等で優遇する制度。 

 

 

 

51年～
34%

～20年
3% 21～30年

7%

31～40年
14%

41～50年
42%

 

軽量鉄骨
3％

木　造
97%
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３．事後評価 

１）相談業務に必要となる基礎情報調査に基づき、空き家相談から派生する空き家所有者からの維持管

理要請に対応するため、県下全域を網羅する協会員のネットワークを活用した「空き家管理パック」

を構築、運用を開始した。（現時点で協力会員数 80会員）平成 27 年 4 月から運用している「シロアリ

調査パック」と併せて相談の受け皿として機能している。 

２）相談員の研修・育成については、取組み初年度ということもあり、手探りの感は否めないが、相談

内容には一定の傾向が見られ、ＦＡＱの範囲で十分対応可能であることが分かった。そのため、この

ＦＡＱの精度を高めることが肝要であると考える。また、個別具体的な事案については市町へ直接の

相談する傾向も多く見られ、相談者はどこに相談すべきかある程度把握していることが見て取れる。

当協会においては、相談者の要請に応じる形で担当となる売買・賃貸・管理について会員業者の派遣

も行った。 

３）空き家等所有者への情報提供に資する資料等の作成について、空き家対策セミナーへの申込状況に

ついて、一般消費者以外に行政職員の参加申込みも多く、空き家所有者だけでなく、行政職員の勉強

の場としても活用される様相を呈している。また、作成したパンフレット等については、市町はもち

ろん、町会長より直接配布したい、説明に来て欲しいとの要請も受けている。この点については、今

後発展的に取り組んで行きたい。 

４）その他、空き家総合相談窓口等の周知にあたっては、テレビ・ラジオ・インターネット等の広告媒

体はもちろんのこと、協力的な地元の地方紙を、費用をかけることなく活用している。宣伝広告とい

う形ではなく、新聞社の協力を得る形のパブリシティもしくは空き家企画という形で周知を行い、一

定の効果を見ている。その効果の一旦としては、市町議会より招聘を受け、空き家問題や相談窓口に

ついて説明する機会を得て、協会役員を派遣し、説明するとともに直接の協力を要請している。 

 

 

４．今後の課題 

＊ 相談窓口事業全般に関しては、初年度の取り組みを通して見つかった課題等を整理し、マニュアル

等一連の手続きを改訂、相談者により寄り添った相談窓口となるよう制度を成熟させていく。 

＊ 空き家対策セミナーは、当協会独自にも継続していく予定だが、既に市町より次年度行政として空

き家対策セミナー開く際に講師もしくは相談員として協力して欲しい旨要請があるので、官民一体的

に取り組んで参りたい。 

＊ 各市町が、空き家対策法に基づく対策計画や条例の制定、協議会の設立に動き始めたことから、当

協会が各市町を繋ぐ役割をしているので、その役割の面からも新たな施策の検討が必要。 

＊ 空き家の中でもブランディング化が図られている古民家（例：金澤町家）等について、県外からの

移住対象として焦点はあたっているものの、その特殊性から取扱う事業者が限られるため、建築士（ヘ

リテイジマネジャー）のような任意の修了資格制度等による有識者の育成及び裾野の拡大を図る必要

がある。 

＊ 相談のうち、築年数 50 年を超えるもの（100 年超のものも）の空き家も多く、そのままでは利活

用できない状況から除却した場合に、現行の建築基準法では再建築不可となる物件も多く見られたこ

とから、公法上の特別措置も視野に行政への申し入れが必要になる。 
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５．今後の展開 

 ＊ 産官学連携の観点から、当協会が作成したマニュアルを改訂するにあたり、高校生や大学生に参加

を促し、コンクール（パンフレットデザインやポスターデザイン）を企画予定。このような観点から

も周知普及に努めていく。 

 ＊ 行政及び町会連合会等と連携し、地域の自治会（町内会等）からの要請に基づき、当該地域で出張

出前説明・相談会を開催する。 

 ＊ 空き家バンクを運営する行政と連携し、空き家等の利用希望者が相談窓口を利用し易い更なる環境

整備を推進する。 
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